
県営国民宿舎えびの高原荘
・県営えびの高原スポーツ
レクリエーション施設
指定管理者募集要領

＜別紙資料＞

令和５年11月

宮 崎 県





（１）利用状況 （単位：人）

区分 R3 R4

宿泊者数 9,615 12,743

温泉利用者数 3,069 7,161

スポレク利用者数 19,110 19,498

（２）収入 （単位：千円、税込み）

区分 R3 R4

宿泊等売上 59,996 79,383

スポレク施設売上 34,497 30,533

温泉・飲食・売店売上等 77,014 82,062

計 171,507 191,978

（３）支出 （単位：千円、税込み）

区分 R3 R4

県納付金 0 0

人件費 59,362 76,103

仕入材料費 26,955 32,516

管理・事務費等 117,194 111,815

計 203,511 220,434

（４）収支差額 （単位：千円、税込み）

区分 R3 R4

収支差額 ▲ 32,004 ▲ 28,455

指定管理運営事業実績

1

資料１



2

資料２



3

資料２



4

資料２



5

資料２



6

資料２



7

資料２



8

資料２



9

資料２



10

資料２



11

資料２



12

資料２



13

資料２



資料２

14



第５期指定管理開始までのタイムスケジュール

第１回指定管理候補者選定委員会 ６月７日（水）

第１回公募における募集方針案の審議

第１回公募 ７月３日（月）～９月４日（月）

第２回指定管理候補者選定委員会 10月４日（水）

再公募における募集方針案の審議

再公募 11月８日（水）～12月15日（金）

（現地説明会：11月22日（水））

第３回指定管理候補者選定委員会 12月26日（火）※予定

プレゼンテーション、質疑応答

選定会議 １月上旬

指定管理候補者決定（知事） １月中旬

指定管理候補者決定通知（内示） １月中旬

指定議案議決（２月定例県議会） ３月中旬

指定管理者の指定 ３月中旬

基本協定の締結 ３月下旬

指定管理業務開始 令和６年４月１日～
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県営国民宿舎えびの高原荘及び県営えびの高原スポーツレクリエ

ーション施設の管理運営に関する基本協定書

宮崎県（以下「甲」という。）と株式会社レジャークリエイトホールディングス（以下

「乙」という。）とは、県営国民宿舎えびの高原荘及び県営えびの高原スポーツレクリエ

ーション施設（以下「えびの高原施設」という。）の管理運営について、宮崎県営国民宿

舎管理規則（平成１７年宮崎県規則第７４号）第１３条及び県営えびの高原スポーツレク

リエーション施設管理規則（平成１７年宮崎県規則第７３号）第１３条の規定により、次

のとおり協定を締結する。

（趣旨）

第１条 この協定は、公の施設に関する条例（昭和３９年宮崎県条例第７号。以下「条例」

という。）第１０条の２の規定により指定管理者に指定された乙が、えびの高原施設の

管理運営を適正かつ円滑に行うために必要な事項を定めるものとする。

（指定管理者の業務）

第２条 甲は、条例第１０条の３の規定により、次に掲げるえびの高原施設の管理運営に

係る業務（以下「管理業務」という。）を乙に行わせる。

(1) えびの高原施設の利用に関する業務

(2) えびの高原施設（附属設備を含む。）の維持及び保全に関する業務

(3) えびの高原施設の県有物品の維持管理に関する業務

(4) えびの高原施設に係る事業計画及び事業実績等に関する業務

(5) 第６条に規定する利用料金等の収受、予算及び決算等に関する業務

(6) えびの高原施設に係る文書、図面及び電磁的記録（以下「文書等」という。）の作

成、取得、利用及び管理に関する業務

(7) その他甲が必要と認める業務

２ 前項各号に掲げる業務の細目は、別記１えびの高原施設管理運営業務仕様書（以下「仕

様書」という。）に定めるとおりとする。

（管理業務の実施方法等）

第３条 乙は、この協定のほか関係法令、第１８条第１項の規定により提出した事業計画

書、仕様書及び甲の指示に従って管理業務を実施するとともに、善良なる管理者の注意

をもってえびの高原施設を常に良好な状態に管理する義務を負う。

（管理物件）

第４条 乙が管理する建物、工作物等（以下「管理物件」という。）は、甲が別に示すえ

びの高原施設の公有財産台帳のとおりとする。

（指定期間等）

第５条 甲が乙を指定管理者として指定する期間（以下「指定期間」という。）は、令和
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３年４月１日から令和６年３月３１日までとする。

２ 管理業務に係る事業年度（以下「年度」という。）は、毎年４月１日から翌年３月３

１日までとする。

（利用料金）

第６条 えびの高原施設の施設の利用に係る利用料金（以下「利用料金」という。）につ

いては、乙の収入とする。

２ 利用料金は、条例第１０条の５の規定により、条例別表第４に定める基準に従って、

あらかじめ甲の承認を得た上で乙が定めるものとする。

３ 乙が条例第１０条の５第４項の規定により、利用料金の減免を行う場合の基準及び額

については、あらかじめ甲の承認を得なければならない。

（納付金）

第７条 指定期間における管理業務の実施に対し、乙が甲に納付する基本納付金は０円と

する。

２ 乙は、前項の基本納付金の額を経費として算入したえびの高原施設に係る所得（基本

納付金を含み、法人税等を含まない収支差引金額）が０円を超えた場合には、その超え

た額に２分の１を乗じた額を甲に追加納付金として納付するものとする。

３ 前項の追加納付金に千円未満の端数が生じた場合には、端数を切り捨てるものとする。

４ 納付金の額を変更すべき特別の事情が生じた場合には、甲乙協議の上、決定するもの

とする。

５ 納付金の額及び納付方法については、別途定める県営国民宿舎えびの高原荘及び県営

えびの高原スポーツレクリエーション施設の管理運営に関する年度協定書によることと

する。

（修繕経費等の負担区分）

第８条 管理物件及び県有物品に関する修繕経費等の負担区分については、別記２修繕経

費等の負担区分表に定めるとおりとする。

２ 甲は、前項の負担区分において乙が負担すべき事項について、甲が特別の事情がある

と認めた場合は、その一部を免除することができることとする。

（リスク分担）

第９条 管理業務に関するリスク分担については、別記３リスク分担表に定めるとおりと

する。

２ 甲は、前項のリスク分担において乙が負担すべき事項について、甲が特別の事情があ

ると認めた場合は、その一部を免除することができることとする。

（目的外使用の禁止）

第１０条 乙は、えびの高原施設をこの協定による管理運営の目的以外に使用してはなら

ない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
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（管理物件の現状変更）

第１１条 乙は、管理物件の現状を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承認を得な

ければならない。

（管理物件の滅失又は損傷）

第１２条 乙は、管理物件が滅失し、又は損傷したときは、直ちに甲にその旨を報告し、

甲の指示を受けなければならない。

２ 乙は、管理物件の滅失又は損傷が自己の責めに帰すべき理由により生じたときは、乙

の負担において当該管理物件を原状に回復しなければならない。

３ 甲は、乙が正当な理由がなく前項に規定する原状回復の義務を怠ったときは、乙に代

わって原状を回復するための適当な措置を行うことができる。この場合において、乙は、

甲が要した費用を負担しなければならない。

（備品の管理等）

第１３条 乙は、管理業務の実施に当たり、甲が別に示すえびの高原施設の県有備品台帳

の備品（以下「県有備品」という。）を使用することができる。

２ 前項の場合において、乙は善良な管理者の注意をもって維持管理しなければならない。

３ 県有備品以外で、管理業務の実施上必要な備品の調達、更新、整備等については、乙

が行うものとする。この場合において、当該費用は乙の負担とする。

４ 第１０条から前条までの管理物件に関する規定は、県有備品につき準用する。

（文書の管理等）

第１４条 乙は、管理業務の実施に当たり作成し、又は取得した文書等について、常にそ

の処理経過を明らかにし、適正に管理しなければならない。

２ 乙は、文書等を適正に管理するため、甲と協議の上、管理業務の性質、内容等に基づ

く文書等の管理基準を定めなければならない。

３ 乙は、甲と協議の上、文書等の保存期間を定めるものとする。

４ 乙は、前項の規定により定めた文書等の保存期間が満了したときは、甲と協議の上、

当該文書等の廃棄の要否を決定し、廃棄する場合においては、破砕、熔解、焼却その他

甲の認める方法により、当該文書等を廃棄しなければならない。

（第三者への委託の禁止）

第１５条 乙は、管理業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

２ 前項の規定にかかわらず、乙は、あらかじめ甲の承認を受けた場合に限り、管理業務

の一部を第三者に委託し、又は請け負わせることができるものとする。

ただし、第三者とは、個人の場合は本人、団体の場合は役員又は経営に事実上参加し

ている者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団の関係者又はその関係者と密接な関係を有する者以外の

者とする。

３ 乙が前項の規定により管理業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、

当該第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、すべて乙
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が負担するものとする。

（権利の譲渡等の禁止）

第１６条 乙は、この協定から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせ

てはならない。

（緊急時の対応等）

第１７条 乙は、えびの高原施設の利用者又は管理物件に、事故や災害等（以下「事故等」

という。）の緊急事態が発生した場合には、速やかに適切な応急措置を講じるとともに、

甲に状況を報告し、甲の指示を受けなければならない。

２ 乙は、管理物件について事故等による被害が予想される箇所等を事前に発見するよう

努めるとともに、発見した場合は、速やかに被害を未然に防ぐための措置を講じるとと

もに、甲に状況を報告し、甲の指示を受けなければならない。

（事業計画書の提出）

第１８条 乙は、各年度の事業計画書を、当該年度の前年度の２月末日（初年度は前年度

の３月末日）までに甲に提出しなければならない。

２ 前項の事業計画書に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 管理運営の体制

(2) 事業の概要及び実施時期

(3) 管理業務の実施に関する経費の収支予算

(4) その他甲が必要と認める事項

３ 甲は、第１項の事業計画書が提出されたときは、内容を審査し、必要な指示をするこ

とができる。

４ 乙は、甲に提出した第１項の事業計画書の内容を変更する場合には、あらかじめ甲の

承認を得なければならない。

（決算書等の提出）

第１９条 乙は、自己の各事業年度の決算が確定したときは、速やかに法人の決算書及び

関係書類を甲に提出しなければならない。

（業務報告書の提出）

第２０条 乙は、各年度６月まで、９月まで、１２月までの業務報告書を、それぞれ翌月

末日までに甲に提出するものとする。

２ 前項の業務報告書に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 施設の利用状況

(2) 実施した事業の内容及び実績

(3) その他甲が必要と認める事項

（事業報告書の提出）

第２１条 乙は、毎年度終了後３０日以内に管理業務に係る事業報告書を甲に提出し、そ
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の承認を得なければならない。

２ 前項の事業報告書に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 施設の利用状況

(3) 利用料金の収入の実績

(4) 管理業務の実施に係る収支決算

(5) その他甲が必要と認める事項

３ 乙は、管理業務に係る収支に関する帳票その他事業に係る記録を整備し、常に管理業

務に係る経理状況を明らかにしておかなければならない。

４ 乙は、甲が年度途中において指定管理者の指定を取り消し、又は管理業務の全部を廃

止した場合には、指定が取り消された日から３０日以内に当該日までの間の事業報告書

を提出しなければならない。

（利用者満足度調査）

第２２条 乙は、管理業務のサービス水準の向上を目的とした利用者の満足度の調査（以

下「利用者満足度調査」という。)を行うものとする。

２ 利用者満足度調査の実施方法等については、甲と乙が協議し決定する。

３ 乙は、利用者満足度調査終了後に、その結果及び乙の評価分析を甲に報告するものと

する。

４ 甲は、前項の報告があったときは、内容を審査し、乙に必要な指示をすることができ

る。

（苦情及び要望に対する対応）

第２３条 乙は、利用者等からの苦情及び要望に対応する体制を整えなればならない。ま

た、乙は、利用者等から苦情等があった場合は、適切な措置を講じるとともに、甲に状

況を報告しなければならない。

（実地調査等）

第２４条 甲は、管理業務の適正を期するため、乙に対して必要に応じて臨時に報告を求

め、実地に調査し、又は指示することができる。

（指定の取消し等）

第２５条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の指定を取り消

し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

(1) 管理業務の実施に際し、不正な行為があったとき。

(2) 甲に対し、正当な理由なくこの協定に基づく報告を拒み、又は調査に応じないとき。

(3) 甲に対し、虚偽の報告を行い、又は甲の指示に従わないとき。

(4) 管理業務を適正に履行せず、又は協定の内容に違反したとき。

(5) 乙の経営状況の悪化等により、管理業務を継続することが不可能又は著しく困難で

あると認められるとき。

(6) 乙が、法人格を変更したとき。
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(7) 乙が、違法行為を行った場合など、乙に管理業務を行わせておくことが社会通念上

著しく不適当と認められるとき。

(8) 前各号に定めるもののほか乙が管理業務を継続することが適当でないと認められる

とき。

２ 前項の規定による指定の取消し又は管理業務の全部若しくは一部の停止によって生じ

た乙の損害については、甲はその賠償の責めを負わないものとする。

３ 第１項の規定による指定の取消し又は管理業務の全部若しくは一部の停止により甲に

損害が生じたときは、乙はその損害を賠償しなければならない。

（業務の廃止等）

第２６条 甲は、必要があるときは、管理業務の全部又は一部を廃止することができる。

この場合、甲は廃止しようとする日の３０日前までに乙に通知しなければならない。

２ 前項の規定により、管理業務の全部又は一部が廃止された場合における損害の賠償に

ついては、甲乙協議の上、決定するものとする。

（管理業務が継続困難となった場合の措置等）

第２７条 乙は、天災、事故その他やむを得ない事由により管理業務の全部又は一部の継

続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、速やかに必要な措置を講じる

とともに、甲に対して状況を報告し、甲の指示を受けなければならない。

２ 前項の規定に基づく措置に伴い生じる損失の補償その他の経費の負担は、甲乙協議の

上、決定するものとする。

（保険契約）

第２８条 乙は、甲が指定する期日までに、自己の負担により別記４に記載した内容の保

険契約を締結するものとする。

２ 乙は、前項の規定による保険契約を締結したときは、保険証券の写しその他の契約内

容を証する書面を、遅滞なく甲に提出するものとする。

３ 乙が第１項の保険契約の変更を行ったときは、前項の規定を準用する。

（管理業務の引継ぎ）

第２９条 乙は、指定期間が満了したとき、又は指定管理者の指定を取り消されたときは、

管理業務が円滑に実施されるよう、甲が指定する期日までに、甲又は甲が指定した者に

対して管理業務の引継ぎを行わなければならない。この場合において、引継ぎの方法そ

の他引継ぎに関し必要な事項については、別途協議するものとする。

（文書等の引継ぎ）

第３０条 乙は、指定期間が満了したとき、指定管理者の指定を取り消されたとき、又は

管理業務が廃止されたときは、速やかに、文書等のうち保存期間が終了していないもの

又は甲の指示したものを甲又は甲の指定する者に引き継がなければならない。

（管理物件等の引渡し）
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第３１条 乙は、指定期間が満了したとき、指定管理者の指定を取り消されたとき、又は

管理業務が廃止されたときは、甲が指定する期日までに、自己の負担において管理物件

を原状に回復した上で、県有物品と併せて甲又は甲が指定した者に対して引き渡さなけ

ればならない。

２ 甲は、乙が正当な理由がなく前項に規定する原状回復の義務を怠ったときは、乙に代

わって原状を回復するための適当な措置を行うことができる。この場合において、乙は、

甲が要した費用を負担しなければならない。

３ 第１項の規定にかかわらず、あらかじめ甲の承認を得たときは、乙は管理物件の全部

又は一部の原状回復を行わずに、別に甲が指定する状態で管理物件を引き渡すことがで

きるものとする。

４ 第１項から第３項の管理物件に関する規定は、県有備品につき準用する。

（損害賠償）

第３２条 乙は、管理業務の実施に当たり、自己の責めに帰すべき事由により甲に損害を

与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

２ 乙は、管理業務の実施に当たり、自己の責めに帰すべき事由によりえびの高原施設の

利用者その他の第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

３ 前項の場合において、損害を受けたえびの高原施設の利用者その他の第三者の請求が

あった場合において、甲が損害を賠償したときは、乙は甲に対して当該賠償額に相当す

る額を支払わなければならない。

（秘密の保持）

第３３条 乙は、管理業務に関して知り得た秘密を外部へ漏らし、又は他の目的に使用し

てはならない。指定期間が満了し、指定管理者の指定を取り消され、又は管理業務が廃

止された場合においても同様とする。

２ 乙は、第１５条第２項の規定により、管理業務の一部を第三者に委託し、又は請け負

わせる場合には、当該第三者に対し、前項に規定する義務と同等の義務を負わせなけれ

ばならない。

（個人情報の保護）

第３４条 乙は、えびの高原施設の管理業務を実施するため個人情報を取り扱うに当たっ

て、別記５個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。

（情報公開）

第３５条 乙は、管理業務の実施に当たり作成し、又は取得した文書等であって、乙が保

有しているものについては、宮崎県情報公開条例（平成１１年宮崎県条例第３６号）第

２４条の３の規定により、乙が定める情報公開に関する規程に基づき開示するものとす

る。

２ 乙は、前項に規定する情報公開に関する規程を定めるに当たっては、甲と協議するも

のとし、当該規程を変更しようとするときも、同様とする。
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（重要事項の変更の届出）

第３６条 乙は、定款、名称、主たる事務所の所在地、代表者その他の重要な事項の変更

等を行ったときは、遅滞なく甲に届け出なければならない。

（協定の変更）

第３７条 管理業務の実施に関し、特別な事情が生じたときは、甲乙協議の上、この協定

の規定を変更することができるものとする。

（請求等の方法）

第３８条 この協定及び年度協定に関する甲乙間の請求、通知、報告、承認、取消し等に

ついては、原則として書面により行うものとする。

（管轄裁判所）

第３９条 この協定に関して訴訟の必要が生じた場合は、甲の所在地を管轄する裁判所を

専属管轄裁判所とする。

（協議）

第４０条 この協定に定める事項について疑義が生じた場合又はこの協定に定めのない事

項については、甲乙協議の上、定めるものとする。

この協定の成立を証するため、本書を２通作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有

するものとする。

令和３年３月１日

甲 宮 崎 県

宮崎県知事 河野 俊嗣

乙 宮崎市橘通東３丁目８番２１号

株式会社レジャークリエイトホールディングス

代表取締役 河野 信吉
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宮崎県営国民宿舎えびの高原荘及び宮崎県営えびの高原

スポーツレクリエーション施設の管理運営に関する年度協定書

宮崎県(以下「甲」という｡)と株式会社レジャークリエイトホールディングス(以下「乙」と

いう｡)とは、宮崎県営国民宿舎えびの高原荘及び宮崎県営えびの高原スポーツレクリエーショ

ン施設（以下「えびの高原施設」という｡）の管理運営に関して締結した「宮崎県営国民宿舎

えびの高原荘及び宮崎県営えびの高原スポーツレクリエーション施設の管理運営に関する基本

協定書｣（以下「基本協定書」という。）に基づき、えびの高原施設の管理運営に係る令和５

年度の協定を締結する。

（趣旨）

第１条 この協定は、基本協定書第７条の規定に基づき、令和５年度の納付金の額及びその支

払に関し必要な事項を定めるものとする。

（納付金）

第２条 乙が甲に支払う納付金の額は、金０円とする。

２ 基本協定書第７条第２項に規定する納付金は、令和５年度事業報告書の承認のあった日か

ら２週間以内に納付するものとする。

（協議）

第３条 この協定に定めのない事項については、基本協定によることとし、この協定に疑義が

生じた場合については、甲乙協議の上、決定するものとする。

この協定の成立を証するため、本書を２通作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する

ものとする。

令和５年４月１日

甲 宮 崎 県

宮崎県知事 河野 俊嗣

乙 宮崎市橘通東３丁目８番２１号

株式会社レジャークリエイトホールディングス

代表取締役 河野 信吉

24

資料５



別記１（第２条関係）

えびの高原施設管理運営業務仕様書

県営国民宿舎えびの高原荘及び県営えびの高原スポーツレクリエーション施設（以下「えび

の高原施設」という。）の指定管理者が行う業務の内容及びその範囲は、この仕様書による。

１ 趣旨

本仕様書は、えびの高原施設の指定管理者が行う業務の内容及び履行方法について定める

ことを目的とする。

２ えびの高原施設の管理運営に関する基本的事項

指定管理者は、えびの高原施設を管理運営するにあたり、次の項目に沿って行うこと。

(1) 国民に健全な保健休養のための場を与え、もって国民生活の福祉の向上と健康の増進に

寄与し、えびの高原の活性化と観光の振興を図ることを目的として設置された理念に基づ

き、管理運営を行うこと。

(2) 利用者が利用しやすいようにサービスの向上に努めること。

(3) 効率的かつ効果的な管理運営を行い、経費の縮減に努めること。

(4) 常に善良な管理者の注意を持って管理に努めること。

(5) 業務の実施にあたっては、以下の関連する法令等を遵守すること。

① 公の施設に関する条例、宮崎県営国民宿舎管理規則、県営えびの高原スポーツレクリ

エーション施設管理規則その他施設の管理運営に関係する県条例、規則及び諸規程

② 地方自治法、同法施行令及び同法施行規則等の関係法令

③ 労働基準法、最低賃金法、労働者派遣事業の適正な運営の確保および派遣労働者の就

業条件の整備等に関する法律並びに関係法令

④ 労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則、ボイラー及び圧力容器

安全規則等の労働安全衛生関係法令

⑤ 消防法、同法施行令及び同法施行規則、市町村火災予防条例等消防関係法令

⑥ 危険物の規制に関する政令及び危険物の規制に関する省令等の危険物関係法令

⑦ 建築基準法、電気事業法、水道法、建築物の衛生的環境の確保に関する法律、旅館業

法、食品衛生法、公衆浴場法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、廃棄物及び清掃に関

する法律、下水道法、自然公園法その他施設・設備の設置、利用（役務等の提供を含む。）、

維持管理等（保守点検等を含む。）に関する関係法令

⑧ 旅行業法、道路運送法、道路交通法、道路運送車両法その他関係法令

⑨ 宮崎県情報公開条例、宮崎県個人情報保護条例その他関係法令

３ えびの高原施設の利用に関する業務

県営国民宿舎えびの高原荘（以下「えびの高原荘」という。）の宿泊室、会議室及び県営

えびの高原スポーツレクリエーション施設（以下「スポレク施設」という。）の利用につい

ては、公の施設に関する条例、宮崎県営国民宿舎管理規則、県営えびの高原スポーツレクリ

エーション施設管理規則に基づく管理運営を行い、レストラン・売店、貸し靴等自主事業に
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ついては、利用者のニーズに応じたサービスの提供を行うよう努めること。

(1) 利用時間等

宮崎県営国民宿舎管理規則第２条及び県営えびの高原スポーツレクリエーション施設管

理規則第２条の規定により、えびの高原施設の利用時間等の基準は、次の表のとおりとす

る。

区 分 利 用 時 間 等

えびの高原荘 宿泊利用 午後４時から翌日の午前１０時までの間を含む

利用

一時利用 午前１０時から午後４時まで

ただし、宿泊利用に支障がない場合に限り、午

後９時まで延長することができる

会議利用 ４時間単位の利用

スポレク施設 インラインスケート場 ４月１日から１１月１４日まで 午前９時から

アイススケート場 １２月１日から３月２１日まで 午後５時まで

指定管理者は、えびの高原荘の利用時間については、あらかじめ知事の承認を得て定め

るものとする。

(2) 休業日

えびの高原荘及びスポレク施設利用期間における休業日は、設けないものとする。

ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を得て、臨時

に、休業日又は利用時間を変更することができる。

(3) 施設の利用の制限に関する事項

指定管理者は、施設を利用しようとする者が次のいずれかに該当するときは、施設利用

の許可はできない。

① 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあるとき

② 施設及び設備を損傷する恐れがあるとき

③ その他施設の管理運営上、利用させることが適当でないと認めるとき

(4) 利用料金の設定

指定管理者は、条例で規定する基準額の範囲内で、知事の承認を得て、施設の利用料金

を設定すること。

また、利用料金を変更する場合は、施設の仮予約又は利用承認をした利用者に対しての

説明や、新料金の施行にあたって一定の周知期間を設けるなど適切な対応を行うこと。

(5) 利用料金の徴収

① 本業務は、地方自治法第２４４条の２第８項に定める利用料金制度により、レストラ

ン、売店、披露宴等の収入と併せ、利用料金を指定管理者の収入とする。

② 利用料金の前納又は後納等その徴収方法については、指定管理者において定めること。

また、指定管理者は利用料金を還付する場合、その基準を定めること。還付にあたっ

ては、指定管理者は不当な差別的取扱いをしてはならない。

(6) 利用の受付、利用の承認

① 利用申請書等の書類は、指定管理者において作成すること。

② 利用許可に当たっては、利用目的等利用上問題がないことを確認した上で許可するこ
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と。

(7) 施設の案内

① 指定管理者は、施設のパンフレット等を作成するとともに利用者の確保を図ること。

② 電話での問い合わせ等について、適切な対応を行うこと。

③ 施設の利用等について、利用者、住民等から苦情があった場合は、適切な対応をする

こと。

(8) 緊急時の対応

① 指定管理者は、災害等緊急時の利用者の避難、誘導、安全確保、必要な通報等につい

ての対応計画を作成し、緊急事態の発生時には的確に対応すること。

② 施設の利用者等の急な病気、けが等に対応できるよう、近隣の医療機関等と連携し、

緊急時には的確な対応を行うこと。

(9) 広報業務

指定管理者は、施設のＰＲ及び情報提供のために、以下の例を参考に、必要な媒体の作

成、配布等を行うこと。

① 施設のホームページの更新

② 施設案内パンフレットの作成・配布

③ 必要に応じて、情報誌等を作成・配布

④ 施設の事業報告又は事業概要等、施設の業務等を紹介する資料の作成・配布又はホー

ムページでの公開

４ えびの高原施設の施設及び設備（付属設備を含む。）の維持及び保全に関する業務

指定管理者は、えびの高原施設の施設及び設備の機能と環境を良好に維持し、サービス提

供が常に円滑に行われるように、施設及び設備の日常点検、保守及び法定の環境測定等の保

守管理業務を行うこと。

(1) えびの高原荘の施設及び設備の法定点検管理業務

① 飲料水貯水槽清掃及び水質検査

ア 受水槽清掃 年１回

イ 高架水槽清掃 年１回

ウ 水質検査 年２回

② 汚水処理施設保守点検

ア 保守点検 月２回

イ 汚泥処理 年１回

③ 消防用設備保守点検

消火器・自動火災報知設備・漏電火災警報機・避難器具・誘導灯及び誘導標識・防火

排煙設備・屋内消火栓設備・火災報知設備・防火対象物点検

ア 機器点検 年１回

イ 総合点検（機器点検を含む） 年１回

④ 自家用電気工作物保安管理

ア 月次点検 月１回

イ 年次点検 年１回

ウ 随時点検 必要の都度
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⑤ 暖房用温水ヒーター及び給湯用ボイラー保守点検

（暖房用）

ア 真空ヒーター洗缶整備 年１回

イ オイルバーナー分解清掃 年２回

（給湯用）

ア 缶体点検 年１回

イ オイルバーナー分解清掃 年４回

⑥ 昇降機保守点検

ア 機能安全点検 年６回

イ 建築基準法による定期検査 年１回

⑦ 危険物地下タンク施設等定期点検

ア 圧力検査 年１回

(2) えびの高原荘の施設及び設備の自主点検等管理業務

① 水道設備

ア 漏水や錆の混入の有無確認

イ 受水槽点検

ウ 給排水管保守点検

エ 水源が白紫池の場合（通常給水期 ６月から１１月末）

・ 給水取り入れ口よりろ過器・配水槽までの水道管漏水、破損の点検

・ 給水期 毎月１回以上の点検巡視

・ 休止期間 毎月１回の点検と巡視

オ 水源が六観音池の場合（通常給水期 １１月末から６月初旬）

・ 給水取り入れ口よりろ過器・配水槽までの水道管漏水、破損の点検

・ 水中ポンプの作動状況点検

・ 給水期 毎月１回以上の点検と巡視

・ 休止期間 毎月１回の点検と巡視

カ 水道ろ過器、配水槽の点検

・ 毎月１回以上の点検と巡視

キ 中和剤、滅菌器のポンプ機器の点検及び薬剤運搬

・ 毎月１０回以上の点検と巡視

・ 異常発生時は必要の都度

② 消防設備点検

ア 防火扉・防火シャッターの作動状況の確認

イ 非常ブザーの音響状況確認

ウ 機器点検

エ 総合点検

オ 排煙設備

③ 電気設備点検

ア 電気設備保守点検

イ 電気設備定期精査点検
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ウ テレビ共聴設備

エ 一般放送設備

オ 外灯保守設備

④ ガス設備保守点検

ア ガス漏れ検査 年１回

イ ガス給湯器保守点検 年１回

(3) えびの高原荘の保全及び保安管理業務

① 清掃業務

ア 日常清掃

客室清掃、浴室、脱衣所清掃、浴槽源湯の入替えと温度管理、ロビー等のパブリッ

クスペースの清掃、食堂清掃、厨房及び食器洗浄機・調理機器の清掃、駐車場清掃、

ゴミ集積所清掃について、日々及び随時実施すること。衛生消耗品類は、常に補充さ

れた状態にすること。

イ 定期清掃

日常清掃では実施しにくい床洗浄ワックス塗布等を確実に行うため、指定管理者が

施設の利用頻度等に応じた定期清掃を行うこと。

ウ 特別清掃

ガラス、オブジェ等の高所清掃を原則として１年に１回行うこと。

② 備品等の管理

物品管理簿等で管理を行うほか、維持管理を行うこと。破損、不具合が発生した場合

は、直ちに使用を停止する措置を行い、県に報告すること。

③ 保安警備業務

ア 施設の防犯、防火及び防災に万全を期し、利用者が安心して利用できる環境を確保

した保安警備業務を行うこと。

イ 警備専門職員の配置と職員を併用して２４時間警備を行うこと。

ウ 定位置において、部外者の出入状況の確認、利用者への鍵の受け渡し、不審者の発

見及び進入阻止等を適切に行うこと。

エ 警備日誌を作成すること。

オ 巡回業務を行い、異常の有無の確認及び火災予防点検を行うこと。

カ 防火管理者を設置すること

④ 湯量及び引湯施設の機能確認、ボイラーの安全確認、調理機器の温度及び機能確認、

重油タンクの油漏れ等の安全確認等を実施すること。

(4) スポレク施設の保守管理業務

① 浄化槽保守点検及び汚泥処理

ア 保守点検 毎月１回

イ 汚泥処理 年１回

② 自家用電気工作物保安管理

ア 月次点検 毎月１回

イ 年次点検 年１回

ウ 随時点検 必要の都度
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③ アイススケート場組立、結氷等業務保守管理

ア アイススケート場組立、解体撤去作業

イ 結氷、氷上整備、氷の維持管理

ウ アイススケート場の安全管理及び負傷者の応急処置

エ 冷凍機械設備の運転管理業務

④ アイススケート場冷凍設備保守業務

ア シーズンイン点検整備 １回

イ スケート期間中点検整備 ５回

ウ シーズンオフ点検整備 １回

エ その他故障時の緊急修理 必要の都度

⑤ その他冷凍機法定検査

ア 冷凍機保安検査 ２年に１回

イ 冷凍機安全弁保安検査 年１回

(5) えびの高原施設のその他の業務

① 食堂・厨房設備の管理については、食中毒の防止対策及び発生時の対応マニュアル等

を作成し、職員の研修を行うなど、職員に対する防止対策の周知を図り、安全管理を徹

底すること。

② 指定管理者は、施設の維持管理業務の実施状況を記録した業務日誌を作成し、一定期

間保管し、県等の求めがあったときには閲覧に供すること。

５ 運営業務に関すること

(1) 人員の配置に関すること

① えびの高原施設に支配人１名を常時配置すること。

② えびの高原施設に施設管理担当責任者１名を常時配置すること。

③ えびの高原施設の利用に関する受付業務（利用料金の収納、問い合わせ、利用予約受

付等）、客室業務、レストラン業務、施設設備管理業務に従事する必要な最適な人員を

配置すること。

④ 安全な管理運営を行うにあたり、業務に応じて必要な知識・資格を有する者を配置す

ること。

ア 労働安全衛生推進者（外部委託は認めない。）

イ 電気主任技術者（外部委託可能）

ウ 建築物環境衛生管理技術者（外部委託可能）

エ 防火対象物の甲種防火管理者（外部委託は認めない。）

オ 危険物取扱者（外部委託は認めない。）

カ 圧力容器取扱技師免許者（外部委託可能）

キ 消防設備士免許又は点検資格者（外部委託可能）

ク その他管理運営の態様に応じ、関係法令で定めるところにより必要とされる知識・

資格を有する者

⑤ 職員の勤務形態は、労働基準法等を遵守し、業務の運営に支障がないように定めるこ

と。

⑥ 職員に対して、施設の管理運営に必要な研修を実施すること。
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(2) 指定管理者は、前年度の２月末日（初年度は前年度の３月末日）までに翌年度の管理運

営に関する事業計画書を作成し、県へ提出すること。

(3) 報告書の提出等

① 業務報告書

各年度６月まで、９月まで、１２月までの業務報告書を、それぞれ翌月末日まで

に、県へ提出するものとする。

詳細は、基本協定及び別に通知するところによる。

② 事業報告書

会計年度毎に事業報告書を作成し、それぞれ４月末日までに、県へ提出すること。

詳細は、基本協定及び別に通知するところによる。

③ 事故等の報告

管理運営業務に関して、事件や事故、現金の紛失、内部告発等の異常事態が発生した

場合は、速やかに県へ報告すること。

(4) 関係機関との連絡調整

指定管理者は、一般社団法人国民宿舎協会、地元旅館組合等関係機関との連絡調整を図

ること。

６ 指定期間終了後の引継ぎ業務

(1) 指定管理者は、指定期間終了後、次期指定管理者が円滑かつ支障がなく本施設の業務を

遂行できるよう、引継ぎを行うこと。

(2) 指定期間終了後又は指定の取消し等により次期指定管理者へ業務を引き継ぐ際は、円滑

な引継ぎに協力するとともに、必要なデータ等を遅滞なく提供するものとする。特に、施

設の利用予約に関しては遺漏がないよう十分留意すること。

７ 監査

宮崎県監査委員等が宮崎県の事務を監査するにあたり、必要に応じ指定管理者に対し、実

地に調査し、又は必要な記録の提出を求められる場合がある。

＜留意事項（令和５年11月９日付記）＞ 水道設備の管理について

えびの高原には白紫池及び六観音池を水源地とする水道施設があり、国民宿舎えびの高

原荘及び県営えびの高原スポーツレクリエーション施設の付属設備として位置づけられて

いることから、現在の指定期間に係る現行の本・業務仕様書中「４ えびの高原施設の施

設及び設備（付属設備を含む。）の維持及び保全に関する業務」においては、当該水道施

設全体の管理を指定管理業務に含めています。

しかしながら、本募集に係る次期指定期間から、指定管理業務の内容を見直し、当該業

務の一部を指定管理業務の対象外とすることとしており、指定管理者は、国民宿舎えびの

高原荘及び県営えびの高原スポーツレクリエーション施設敷地内の水道設備（受水槽等を

含む。）の管理を担うことを予定しています。

資料６
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別記２（第８条関係）

修繕経費等の負担区分表

負担区分

区分 内容 対象 備考

県 指 定

管理者

建 物 改築又は大規 基礎、基礎ぐい、壁、 ○ 建築基準法施行

本 体 模修繕 柱、小屋組、土台、斜 令第１条に規定

材、床版、屋根版又は する構造耐力上

横架材（はり、けたそ 主要な部分に該

の他これらに類するも 当する箇所

のをいう。）で、建築

物の自重若しくは積載

荷重、積雪荷重、風圧、

土圧若しくは水圧又は

地震その他の震動若し

くは衝撃を支えるもの

上記以外の改 ○ 改築、改装を行

築、改装 った部分の権利

は県に帰属す

る。

維持修繕 ○

建 物 新設及び更新 電気設備、機械設備、 ○

付 帯 物 給排水設備、空調設備、

・工作物 維持修繕 照明設備、建具、畳類 ○

物 品 購入 ○

（消耗品

・備品） 維持修繕 ○

備考

１ 指定管理者が修繕のために負担すべき年間の責任限度額は300万円とする。

年間責任限度額には、保守点検作業等に要する経費及び県有物品以外の物品の修

繕等に要する経費並びに指定管理者の管理の瑕疵によるものは含まない。
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別記３（第９条関係）

リスク分担表

分担区分

項目 内容等 県 指 定

管理者

１ 施設、設備、備品、 指定管理者による管理の瑕疵によるもの ○

資料等の損傷など 第三者の行為、経年劣化等による損傷等で ○

小規模なもの（１件当たりの金額が300万

円未満のもの。ただし、指定管理者の年間

責任限度額は300万円とする。）

第三者の行為、経年劣化等による損傷等で ○

大規模なもの（１件当たりの金額が300万

円以上のもの。）

施設の設置に関する瑕疵によるもの ○

２ 管理、運営に係る 指定管理者の責に帰すべき事由によるもの ○

事故等による第三者へ 施設の設置に関する瑕疵によるもの ○

の損害賠償

３ 不可抗力への対応 不可抗力（暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、

地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動その他の ○

自然的又は人為的な現象）に起因する施設

修繕

不可抗力に伴う、あらかじめ定められた管 △

理業務以外に発生した業務に係るもの（感

染症等の影響による収入減・事業中断等に

よる経費増を含む）

４ 物価変動、金利変 ○

動、税制の変更、需要

変動による管理運営経

費の増

５ 法制度の改正、行 ○

政的理由による事業内

容の変更等による管理

運営経費の増

６ 事業終了時の対応 ○

（撤収・施設等の原状

回復・引き継ぎ）

（注）△は別途、県との協議が必要。
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別記４（第２８条関係）

乙が加入する保険契約

施設 内容

県営国民宿舎 一般社団法人国民宿舎協会にて加入斡旋している以下の国民宿舎賠償

えびの高原荘 責任保険等（保険対象、保険条件及び保険限度額等が同等以上であれ

ばよい。）

名称種類 保険対象

国民宿舎賠 施設事故（身体障害、財物損壊）対応

償責任保険 生産物事故（食中毒）対応

対物（盗難等）対応

宿泊者賠償 宿泊者の過失による施設事故、第三者への損害に対

責任保険 応

マネーフレ 国民宿舎の売上金等が火災・盗難等により損害を被

ンド３００ った場合に対応

県営えびの高 えびの高原スポーツレクリエーション施設加入保険

原スポーツレ

クリエーショ 名称種類 保険対象

ン施設

施設賠償責 身体障害及び財物損壊対応

任保険

生産物賠償 食中毒対応

責任保険
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別記５（第３４条関係）

個人情報取扱特記事項

（基本的事項）

第１ 乙は、個人情報（個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる

もの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなる

ものを含む。）をいう。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、えびの高原施設の管理

業務の実施に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に

取り扱わなければならない。

（秘密等の保持）

第２ 乙は、管理業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。

この協定が終了し、又は解除された後も同様とする。

（収集の制限）

第３ 乙は、管理業務を処理するために個人情報を収集するときは、その利用目的を特定

し、利用目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集しなけ

ればならない。

（目的外利用及び提供の禁止）

第４ 乙は、管理業務の処理に関して知り得た個人情報を当該管理の利用目的以外の目的

のために利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の指示があるとき、又

はあらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。

（適正管理）

第５ 乙は、管理業務の処理に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損

の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

（複写又は複製の禁止）

第６ 乙は、管理業務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等

を複写し、又は複製してはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この

限りでない。

（委託の禁止）

第７ 乙は、管理業務の処理に関して個人情報を取り扱う業務を第三者に委託してはなら

ない。

（個人情報の開示等）

第８ 乙は、乙が管理業務に関して保有する個人情報について、当該個人情報の本人から
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開示、訂正、利用停止等を求められた場合は、これに関して乙に適用される法令等又は

乙の有する規程に基づき、適切に対応しなければならない。

２ 前項に規定する場合において、乙に適用される法令等及び乙の有する規程のいずれも

ない場合は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）に準じて対応す

るものとする。

（資料等の返還等）

第９ 乙は、管理業務を処理するために甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しく

は作成した個人情報が記録された資料等は、この協定の終了後直ちに甲に返還し、引き

渡し、又は廃棄するものとする。また、当該個人情報を電磁的に記録した機器等は、確

実に当該個人情報を消去するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示

に従うものとする。

（従事者への周知）

第１０ 乙は、管理業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職後におい

ても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利

用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならな

い。

（事故報告）

第１１ 乙は、この特記事項に違反する事態が発生し、又は生じるおそれのあることを知

ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
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過去の主要な修繕工事等の実績

⑴ 県営国民宿舎えびの高原荘

年度 金額（千円） 内訳（千円）

Ｈ30 ２，１２３ ①空調設備修繕 972

②レストラン天井部分漏水修理 732

③電話基盤取替 181

④六観音池給水パイプ修理 140

⑤外壁等仕上塗材石綿含有分析調査業務 98

Ｈ31 ２，７２５ ①給水設備修繕 988

②温泉昇温熱交換器等及びボイラー修繕 471

③温泉加温用蒸気ボイラー取替 383

④空調設備（吸収冷温水機）修繕 352

⑤六観音池取水ヘッダー取替 293

⑥厨房機器（製氷機・自動洗米機）修繕 238

Ｒ２ ４６，７６２ ①クロス、カーペット、畳、カーテン等抗菌塗装 31,075

②木建具工事 2,115

③レストラン空調設備 5,335

④自動開閉便器 2,999

⑤宿泊棟通路空調設備ファンコイルユニット 1,078

⑥大浴場排水工事 955

⑦避雷器及びＰＡＳ更新 645

⑧サウナ室補修 630

⑨エントランスホール天井補修 606

⑩照明設備人感センサー 501

⑪厨房電気給湯器 272

⑫駐車場アスファルト補修 231

⑬従業員宿舎（単身寮）屋根修繕 216

⑬大浴場露天風呂鉄平石補修 104

Ｒ３ ２２，４６６ ①従業員宿舎（家族寮）屋根改修工事 14,113

②宿泊棟トイレ工事 1,972

③客室椅子 1,892

④消防設備改修 850

⑤事務室等入口三方枠改修 799
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年度 金額（千円） 内訳（千円）

Ｒ３ ⑥自動ドア制御装置改修 590

⑦非常灯絶縁不良等調査 538

⑧吸収冷温水機修繕 495

⑨誘導灯ランプ取替 253

⑩大広間空調設備ファンコイル電磁弁取替え 226

⑪網戸新設 189

⑫取水設備次亜塩素薬注ポンプ 175

⑬１号蒸気ボイラー 142

⑭流量ポンプ交換 125

⑮ガスフライヤー 107

Ｒ４ １５，９８６ ①蒸気ボイラ改修 4,345

②空調設備（吸収冷温水発生機ＣＨ－１）更新 3,740

③大浴場ファンモーター更新 3,630

④監視カメラ設置 1,925

⑤ファンコイルユニット更新 592

⑥冷凍室外ユニット改修 545

⑦レストランカーテン改修 478

⑧駐車場フェンス修繕 363

⑨中継ポンプ修繕 192

⑩高圧洗浄機修繕 176

※ 通常の修繕に加え、令和２～４年度はコロナ感染症対策等により空調機器修繕関係が計

上されています。

⑵ 県営えびの高原スポーツレクリエーション施設

年度 金額（千円） 内訳（千円）

Ｈ30 １，１９０ ①製氷設備（ブライン液入替） 567

②アイススケート場手摺り取替 346

③製氷設備（電磁接触器交換） 227

④アイススケート場出入口修繕 50

Ｈ31 ２，２６８ ①冷凍機分解解放点検整備業務 2,268

Ｒ２ １，５７２ ①自動開閉便器 1,023

②スケート場温水ボイラー更新 549
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年度 金額（千円） 内訳（千円）

Ｒ３ １，７６６ ①照明設備ＬＥＤ化工事設計 807

②外周柵、入場口改修工事設計 698

③ヘルメット・プロテクター 261

Ｒ４ ３８，５５８ ①外周柵改修 19,965

②照明設備改修（ＬＥＤ化） 16,248

③冷却塔修繕 759

④ベンチ改修 678

⑤散水ポンプ修繕 616

⑥漏水修繕 292

資料８
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今後の主要な修繕工事等の予定

※ いずれも予定であり、確定しているものではありません。

⑴ 県営国民宿舎えびの高原荘

① 単身寮屋根改修

② 空調設備改修

③ 電気設備改修

⑵ 県営えびの高原スポーツレクリエーション施設

① 製氷車収納庫兼倉庫増築

② 冷凍機・冷却塔改修

資料９
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備品番号 取得年月日 取得額 品名 規格

53394 平成8年2月26日 120,750 車椅子 マツナガ 風呂用
53395 平成8年2月26日 120,750 車椅子 マツナガ 風呂用
53397 平成8年3月29日 322,287 料理運搬用ワゴン ニチワ電機（株） ＨＷ－４５０
53398 平成8年3月29日 322,287 料理運搬用ワゴン ニチワ電機（株） ＨＷ－４５０
53399 平成8年2月29日 138,972 台車 金沢車輌（株） ＭＨ－Ｇ２
53400 平成8年2月29日 138,973 台車 金沢車輌（株） ＭＨ－Ｇ２
53401 平成8年2月29日 138,973 台車 金沢車輌（株） ＭＨ－Ｇ２
53402 平成8年2月29日 138,973 台車 金沢車輌（株） ＭＨ－Ｇ２
53417 平成8年2月29日 123,291 運搬用ワゴン ヤマザキ Ｃ－１７５
53418 平成8年2月29日 123,291 運搬用ワゴン ヤマザキ Ｃ－１７５
53419 平成8年2月29日 123,291 運搬用ワゴン ヤマザキ Ｃ－１７５
53420 平成8年2月29日 123,291 運搬用ワゴン ヤマザキ Ｃ－１７５
53478 平成8年3月11日 307,146 作業テーブル １２００×４５０×７００
53479 平成8年3月4日 170,552 食堂用テーブル ６人掛 天童Ｔ－２３６０Ｎ
53480 平成8年3月4日 170,552 食堂用テーブル ６人掛 天童Ｔ－２３６０Ｎ
53481 平成8年3月4日 170,553 食堂用テーブル ６人掛 天童Ｔ－２３６０Ｎ
53482 平成8年3月4日 170,553 食堂用テーブル ６人掛 天童Ｔ－２３６０Ｎ
53483 平成8年3月4日 116,693 食堂用テーブル ４人掛 天童Ｔ－２３６０Ｎ
53484 平成8年3月4日 116,693 食堂用テーブル ４人掛 天童Ｔ－２３６０Ｎ
53485 平成8年3月4日 116,693 食堂用テーブル ４人掛 天童Ｔ－２３６０Ｎ
53486 平成8年3月4日 116,694 食堂用テーブル ４人掛 天童Ｔ－２３６０Ｎ
53487 平成8年3月4日 116,694 食堂用テーブル ４人掛 天童Ｔ－２３６０Ｎ
53488 平成8年3月4日 116,694 食堂用テーブル ４人掛 天童Ｔ－２３６０Ｎ
53489 平成8年3月4日 116,694 食堂用テーブル ４人掛 天童Ｔ－２３６０Ｎ
53490 平成8年3月4日 116,694 食堂用テーブル ４人掛 天童Ｔ－２３６０Ｎ
53491 平成8年3月4日 116,694 食堂用テーブル ４人掛 天童Ｔ－２３６０Ｎ
53492 平成8年3月4日 116,694 食堂用テーブル ４人掛 天童Ｔ－２３６０Ｎ
53493 平成8年3月4日 116,694 食堂用テーブル ４人掛 天童Ｔ－２３６０Ｎ
53494 平成8年3月4日 116,694 食堂用テーブル ４人掛 天童Ｔ－２３６０Ｎ
53495 平成8年3月4日 116,694 食堂用テーブル ４人掛 天童Ｔ－２３６０Ｎ
53496 平成8年3月4日 116,694 食堂用テーブル ４人掛 天童Ｔ－２３６０Ｎ
53503 平成8年3月8日 143,298 応接テーブル 天童Ｔ－６１７８
53504 平成8年3月8日 143,299 応接テーブル 天童Ｔ－６１７８
53505 平成8年3月8日 143,299 応接テーブル 天童Ｔ－６１７８
53506 平成8年3月8日 143,299 応接テーブル 天童Ｔ－６１７８
53544 平成8年3月11日 198,996 カウンターテーブル １６００×６００×９００
53545 平成8年3月11日 198,996 カウンターテーブル １６００×６００×９００
53656 平成8年3月8日 299,034 ロビーチェア 天童 Ｔ－７２２０ ロビー用
53657 平成8年3月8日 299,034 ロビーチェア 天童 Ｔ－７２２０ ロビー用
53658 平成8年3月8日 299,034 ロビーチェア 天童 Ｔ－７２２０ ロビー用
53659 平成8年3月8日 299,034 ロビーチェア 天童 Ｔ－７２２０ ロビー用
53660 平成8年3月8日 299,035 ロビーチェア 天童 Ｔ－７２２０ ロビー用
53661 平成8年3月8日 299,035 ロビーチェア 天童 Ｔ－７２２０ ロビー用
53662 平成8年3月8日 299,035 ロビーチェア 天童 Ｔ－７２２０ ロビー用
53663 平成8年3月8日 299,035 ロビーチェア 天童 Ｔ－７２２０ ロビー用
53664 平成8年3月8日 299,035 ロビーチェア 天童 Ｔ－７２２０ ロビー用
53665 平成8年3月8日 299,035 ロビーチェア 天童 Ｔ－７２２０ ロビー用

県有備品リスト（国民宿舎えびの高原荘）

 本表は、令和５年９月末時点における県有備品リストです。
 令和５年10月以降に廃棄、又は購入したものは反映されておりません。
 また、今後の調査等により削除、又は抹消、追加される場合があるので留意してください。
 なお、「備品」とは、形状及び性質を変えることなく比較的長期間の使用又は保存に耐え得るもので１品の取得価格又は取得見積価格が10
万円以上のものをいいます（宮崎県財務規則第150条）。

資料10
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備品番号 取得年月日 取得額 品名 規格

53666 平成8年3月8日 299,035 ロビーチェア 天童 Ｔ－７２２０ ロビー用
53667 平成8年3月8日 299,035 ロビーチェア 天童 Ｔ－７２２０ ロビー用
53668 平成8年3月8日 299,035 ロビーチェア 天童 Ｔ－７２２０ ロビー用
53669 平成8年3月8日 299,035 ロビーチェア 天童 Ｔ－７２２０ ロビー用
53670 平成8年3月8日 299,035 ロビーチェア 天童 Ｔ－７２２０ ロビー用
53671 平成8年3月8日 299,035 ロビーチェア 天童 Ｔ－７２２０ ロビー用
53681 平成8年3月8日 153,032 ベンチ 天童 Ｔ７１７７Ｍ フロント用
53682 平成8年3月8日 153,032 ベンチ 天童 Ｔ７１７７Ｍ フロント用
53683 平成8年3月29日 139,513 ベンチ オリバーＩＧ５７１３Ｈ テラス用
53686 平成8年3月29日 139,514 ベンチ オリバーＩＧ５７１３Ｈ テラス用
53702 平成8年3月11日 732,175 応接セット 天童 ７点セット   Ｔ－２５５１他
53703 平成8年3月11日 732,175 応接セット 天童 ７点セット   Ｔ－２５５１他
53704 平成8年3月11日 732,176 応接セット 天童 ７点セット   Ｔ－２５５１他
53705 平成8年3月11日 392,908 応接セット 天童 ４点セット   Ｔ－２３７８Ｓ他
53706 平成8年3月11日 392,909 応接セット 天童 ４点セット   Ｔ－２３７８Ｓ他
53707 平成8年3月11日 340,023 応接セット 天童 ３点セット   Ｔ－２３７８Ｓ他
53708 平成8年3月11日 340,023 応接セット 天童 ３点セット   Ｔ－２３７８Ｓ他
53709 平成8年3月11日 340,023 応接セット 天童 ３点セット   Ｔ－２３７８Ｓ他
53710 平成8年3月11日 340,023 応接セット 天童 ３点セット   Ｔ－２３７８Ｓ他
53711 平成8年3月11日 340,024 応接セット 天童 ３点セット   Ｔ－２３７８Ｓ他
53712 平成8年3月11日 340,024 応接セット 天童 ３点セット   Ｔ－２３７８Ｓ他
53713 平成8年3月11日 340,024 応接セット 天童 ３点セット   Ｔ－２３７８Ｓ他
53714 平成8年3月11日 340,024 応接セット 天童 ３点セット   Ｔ－２３７８Ｓ他
53715 平成8年3月11日 340,024 応接セット 天童 ３点セット   Ｔ－２３７８Ｓ他
53716 平成8年3月11日 340,024 応接セット 天童 ３点セット   Ｔ－２３７８Ｓ他
53717 平成8年3月11日 165,902 応接セット 天童 ３点セット   Ｔ－２５４９Ｓ他
53718 平成8年3月11日 165,902 応接セット 天童 ３点セット   Ｔ－２５４９Ｓ他
53719 平成8年3月11日 165,902 応接セット 天童 ３点セット   Ｔ－２５４９Ｓ他
53720 平成8年3月11日 165,902 応接セット 天童 ３点セット   Ｔ－２５４９Ｓ他
53721 平成8年3月11日 165,902 応接セット 天童 ３点セット   Ｔ－２５４９Ｓ他
53722 平成8年3月11日 162,225 応接セット 天童 Ｔ－２５４９Ｓ他 縁側用
53723 平成8年3月11日 162,225 応接セット 天童 Ｔ－２５４９Ｓ他 縁側用
53724 平成8年3月11日 162,225 応接セット 天童 Ｔ－２５４９Ｓ他 縁側用
53725 平成8年3月11日 162,225 応接セット 天童 Ｔ－２５４９Ｓ他 縁側用
53726 平成8年3月11日 162,225 応接セット 天童 Ｔ－２５４９Ｓ他 縁側用
53728 平成8年3月11日 162,225 応接セット 天童 Ｔ－２５４９Ｓ他 縁側用
53729 平成8年3月11日 162,225 応接セット 天童 Ｔ－２５４９Ｓ他 縁側用
53730 平成8年3月11日 162,225 応接セット 天童 Ｔ－２５４９Ｓ他 縁側用
53731 平成8年3月11日 162,225 応接セット 天童 Ｔ－２５４９Ｓ他 縁側用
53732 平成8年3月11日 162,225 応接セット 天童 Ｔ－２５４９Ｓ他 縁側用
53733 平成8年3月11日 162,225 応接セット 天童 Ｔ－２５４９Ｓ他 縁側用
53734 平成8年3月11日 162,225 応接セット 天童 Ｔ－２５４９Ｓ他 縁側用
53735 平成8年3月11日 162,225 応接セット 天童 Ｔ－２５４９Ｓ他 縁側用
53736 平成8年3月11日 162,225 応接セット 天童 Ｔ－２５４９Ｓ他 縁側用
53737 平成8年3月11日 162,225 応接セット 天童 Ｔ－２５４９Ｓ他 縁側用
53738 平成8年3月11日 162,225 応接セット 天童 Ｔ－２５４９Ｓ他 縁側用
53739 平成8年3月11日 162,225 応接セット 天童 Ｔ－２５４９Ｓ他 縁側用
53740 平成8年3月11日 162,225 応接セット 天童 Ｔ－２５４９Ｓ他 縁側用
53741 平成8年3月11日 162,225 応接セット 天童 Ｔ－２５４９Ｓ他 縁側用
53742 平成8年3月11日 162,225 応接セット 天童 Ｔ－２５４９Ｓ他 縁側用
53743 平成8年2月29日 173,040 可動式舞台 ＤＡＩＫＩ ＨＰＳ２００
53744 平成8年2月29日 173,040 可動式舞台 ＤＡＩＫＩ ＨＰＳ２００
53757 平成8年3月29日 363,384 電話台 ２０００×６００×１８００
53758 平成8年3月29日 164,388 花台 ５００×５００×７５０
53759 平成8年3月8日 139,513 花台 天童 Ｔ－２４９８
53760 平成8年3月11日 198,996 レジ台 １３００×６００×９００ レストラン用
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備品番号 取得年月日 取得額 品名 規格

53761 平成8年3月11日 198,996 レジ台 １５００×６００×９００ 売店用
53762 平成8年2月29日 100,038 籐縁台 オリバー ６４－５９０－２４
53763 平成8年2月29日 100,039 籐縁台 オリバー ６４－５９０－２４
53768 平成8年2月29日 162,225 ベッド フランスベッド ２Ｍ－５Ｎ－３３
53769 平成8年2月29日 162,225 ベッド フランスベッド ２Ｍ－５Ｎ－３３
53770 平成8年3月8日 270,375 演台 天童 Ｔ－２４９７
53809 平成8年3月29日 298,494 耐火金庫 ウチダ ＮＥ－３８０Ｄ
53810 平成8年2月29日 104,905 ロッカー チトセ ＳＷＸ－Ｓ ６９０ＡＮ
53811 平成8年2月29日 104,905 ロッカー チトセ ＳＷＸ－Ｓ ６９０ＡＮ
53812 平成8年2月29日 104,905 ロッカー チトセ ＳＷＸ－Ｓ ６９０ＡＮ
53813 平成8年2月29日 104,906 ロッカー チトセ ＳＷＸ－Ｓ ６９０ＡＮ
53814 平成8年2月29日 104,906 ロッカー チトセ ＳＷＸ－Ｓ ６９０ＡＮ
53815 平成8年2月29日 104,906 ロッカー チトセ ＳＷＸ－Ｓ ６９０ＡＮ
53816 平成8年2月29日 229,818 ロッカー オカムラ ４５９２４Ｃ－Ｚ 貴重品用
53817 平成8年2月29日 229,819 ロッカー オカムラ ４５９２４Ｃ－Ｚ 貴重品用
53819 平成8年2月29日 229,819 ロッカー オカムラ ４５９２４Ｃ－Ｚ 貴重品用
53822 平成8年3月11日 300,657 脱衣棚 １８００×５５０×１６００
53823 平成8年3月11日 300,657 脱衣棚 １８００×５５０×１６００
53824 平成8年3月11日 300,657 脱衣棚 １８００×５５０×１６００
53825 平成8年3月11日 300,657 脱衣棚 １８００×５５０×１６００
53826 平成8年3月29日 300,657 脱衣棚 １８００×５５０×１６００
53827 平成8年3月29日 300,657 脱衣棚 １８００×５５０×１６００
53828 平成8年3月11日 128,482 木製ラック ９００×６００×１８００
53829 平成8年3月11日 128,482 木製ラック ９００×６００×１８００
53830 平成8年3月11日 128,482 木製ラック ９００×６００×１８００
53831 平成8年3月11日 128,482 木製ラック ９００×６００×１８００
53832 平成8年3月11日 128,482 木製ラック ９００×６００×１８００
53833 平成8年3月11日 128,482 木製ラック ９００×６００×１８００
53834 平成8年3月11日 128,482 木製ラック ９００×６００×１８００
53835 平成8年3月11日 128,482 木製ラック ９００×６００×１８００
53836 平成8年3月11日 128,482 木製ラック ９００×６００×１８００
53837 平成8年3月11日 128,482 木製ラック ９００×６００×１８００
53838 平成8年3月11日 128,482 木製ラック ９００×６００×１８００
53839 平成8年3月11日 128,482 木製ラック ９００×６００×１８００
53840 平成8年3月11日 128,483 木製ラック ９００×６００×１８００
53841 平成8年3月11日 128,483 木製ラック ９００×６００×１８００
53842 平成8年3月11日 216,300 ワインボトルラック １２００×４５０×１３００
53845 平成8年2月29日 109,231 収納箱 ＧＰＢ－７     （金屑風用）
53853 平成8年3月11日 216,300 ベット用ヘッドボード １５００×３５×７７５
53854 平成8年3月11日 216,300 ベット用ヘッドボード １５００×３５×７７５
53855 平成8年3月11日 216,300 ベット用ヘッドボード １５００×３５×７７５
53856 平成8年3月11日 216,300 ベット用ヘッドボード １５００×３５×７７５
53857 平成8年3月11日 198,996 陳列棚 １８００×４００×９００
53858 平成8年3月11日 198,996 陳列棚 １８００×４００×９００
53859 平成8年3月11日 190,344 陳列棚 壁面 １３５０×４５０×１８００
53860 平成8年3月11日 198,996 陳列棚 １８００×４００×９００
53861 平成8年3月11日 207,648 陳列棚 １８００×４５０×１８００
53862 平成8年3月11日 207,648 陳列棚 １８００×４５０×１８００
53873 平成8年2月29日 462,882 金屏風 ＤＡＩＫＩ ＧＰＰ－７６ ７尺６曲
53874 平成8年3月11日 179,961 新聞掛 ６９０×５８０×９５０
53896 平成8年3月29日 190,344 衝立 ９００×６０×２２５０ （株）天童木工
53898 平成8年3月25日 103,000 花器 広間用
53899 平成8年3月25日 103,000 花器 広間用
53937 平成8年3月25日 850,000 油絵 ５０号 レストラン用
53938 平成8年3月25日 650,000 油絵 ３０号 フロント用
53939 平成8年3月25日 650,000 油絵 ３０号 ロビー用
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備品番号 取得年月日 取得額 品名 規格

53940 平成8年3月25日 350,000 油絵 １５号 会議室用
53941 平成8年3月25日 400,000 水彩画 ４つ切り 客室（特別室）用
53984 平成8年3月8日 130,320 じゅうたん ニッシン光彩４０１２ ３６４０×６２７０
53985 平成8年3月8日 130,321 じゅうたん ニッシン光彩４０１２ ３６４０×６２７０
53986 平成8年3月8日 130,321 じゅうたん ニッシン光彩４０１２ ３６４０×６２７０
53987 平成8年3月8日 130,321 じゅうたん ニッシン光彩４０１２ ３６４０×６２７０
53988 平成8年3月8日 130,320 じゅうたん ニッシン光彩４０１２ ２１５０×６２７０
53989 平成8年3月8日 130,321 じゅうたん ニッシン光彩４０１２ ２１５０×６２７０
54255 平成8年3月29日 119,505 システム冷蔵庫 ＮＲ－７７ＳＮＴ／Ｎ
54256 平成8年3月29日 119,506 システム冷蔵庫 ＮＲ－７７ＳＮＴ／Ｎ
54265 平成8年3月29日 843,570 食器消毒保管庫 タニュー 電気式 Ｈ２０２Ｅ－Ｓ－３０
54275 平成2年3月31日 232,522 湯沸器 パーパス２４号相当 ＦＦ式ダイレクト着火
54276 平成2年3月31日 232,522 湯沸器 パーパス２４号相当 ＦＦ式ダイレクト着火
54277 平成8年2月29日 227,115 飾り時計 セイコー ＨＷ４１４Ｂ
54294 平成8年2月29日 356,895 実物投影機 ウチダ ルミナス－５
54301 平成8年2月29日 846,814 ピアノ カワイ ＫＬ－９５Ｒ
54302 平成8年2月29日 200,077 ピアノ自動演奏装置 カワイ 再生専用
54321 平成8年2月29日 106,527 電気洗濯機 サンヨー ＡＳＷ－４５Ｃ 全自動洗濯機
54322 平成8年2月29日 106,528 電気洗濯機 サンヨー ＡＳＷ－４５Ｃ 全自動洗濯機
54323 平成8年2月29日 106,528 電気洗濯機 サンヨー ＡＳＷ－４５Ｃ 全自動洗濯機
356373 平成22年3月31日 135,980 パーソナルコンピュータ ＦＭＶ－ＤＥＳＫＰＯＷＥＲ Ｆ／Ｇ７０Ｔ
356374 平成22年3月31日 127,575 パーソナルコンピュータ ＦＭＶ－ＢＩＢＬＯ ＮＷ／Ｇ７５
356375 平成22年3月31日 127,575 パーソナルコンピュータ ＦＭＶ－ＢＩＢＬＯ ＮＷ／Ｇ７５
361482 平成23年3月11日 112,049 プラズマテレビ（４６型） ＴＨ－Ｐ４６Ｓ２
362182 平成23年3月28日 168,000 高圧洗浄機 ＰＭＲ１５０Ｈ
362824 平成23年3月31日 154,773 ポータブルスロープ アルミ４折式３ｍ ＰＶＷ３００ イーストアイ
362825 平成23年3月31日 154,773 ポータブルスロープ アルミ４折式３ｍ ＰＶＷ３００ イーストアイ
362827 平成23年3月31日 401,265 大判プリンター エプソンＰＸ－Ｆ１００００
362828 平成23年3月31日 150,952 高圧洗浄機 マルナカＰＭＲ１５０Ｈ
362829 平成23年3月31日 730,877 ライトローリングタワー ＬＲＴ－５
369737 平成23年8月11日 216,300 衝立 ９００×６０×２０５０（株）天童木工
370168 平成24年3月31日 320,000 天体望遠鏡 ＧＰＤ２ ＳＴＡＲＢＯＯＫ ＴｙｐｅＳセット
388131 平成28年11月29日 2,219,400 食器洗浄器 ＪＷＥ－２４００ＣＡ－Ｌ（６０ＨＺ）
405297 令和3年11月25日 107,250 ガスフライヤー タニコー ＴＧＦＬ－３５Ｃ Ｗ３５０×Ｄ６００×Ｈ８００
406063 令和3年11月30日 106,150 パーソナルコンピュータ ＮＥＣ／ＰＣＮ１５３５／ＢＡＬ
409345 令和4年7月25日 145,530 テーブル形冷蔵庫（厨房用） 型式：ＲＴ－１２０ＭＮＣＧ
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備品番号 取得年月日 取得額 品名 規格

244268 平成14年1月7日 155,400 放送設備 ＰＬＬ３００ＭＨｚ用
362832 平成23年3月31日 252,224 ダイライトタンク ＳＰ－２Ｍ３　ポリエチレン製２０００Ｌ
362833 平成23年3月31日 252,224 ダイライトタンク ＳＰ－２Ｍ３　ポリエチレン製２０００Ｌ
362838 平成23年3月31日 370,215 スケート靴収納棚 両面７段　Ｌ＝２９６０　Ｄ＝６５０　Ｈ＝１９１０
362839 平成23年3月31日 370,215 スケート靴収納棚 両面７段　Ｌ＝２９６０　Ｄ＝６５０　Ｈ＝１９１０
362840 平成23年3月31日 370,215 スケート靴収納棚 両面７段　Ｌ＝２９６０　Ｄ＝６５０　Ｈ＝１９１０
362841 平成23年3月31日 370,215 スケート靴収納棚 両面７段　Ｌ＝２９６０　Ｄ＝６５０　Ｈ＝１９１０
362842 平成23年3月31日 673,553 スケート靴研磨機 ３４－５３１５Ｗ８２５
362843 平成22年11月25日 200,302 ブライン回収ポンプ ２５ＣＬＰⅡ
362844 平成22年11月25日 394,881 ブライン回収タンク ２０００Ｌ　Ｎｏ．１０１１０６９６
362853 平成22年11月19日 139,812 プラズマテレビ ＴＨ－Ｐ４２Ｓ２
406062 令和3年11月30日 106,150 パーソナルコンピュータ ＮＥＣ／ＰＣＮ１５３５／ＢＡＬ

県有備品リスト（県営えびの高原スポーツレクリエーション施設）

　本表は、令和５年９月末時点における県有備品リストです。
　令和５年10月以降に廃棄、又は購入したものは反映されておりません。
　また、今後の調査等により削除、又は抹消、追加される場合があるので留意してください。
　なお、「備品」とは、形状及び性質を変えることなく比較的長期間の使用又は保存に耐え得るもので１品の取得価格又は取得見積
価格が10万円以上のものをいいます（宮崎県財務規則第150条）。
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旅館業法（昭和23年法律第138号）一部抜粋

第３条 旅館業を営もうとする者は、都道府県知事（保健所を設置する市又は特別区にあつて

は、市長又は区長。第４項を除き、以下同じ。）の許可を受けなければならない。ただし、

旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者が、当該施設において下宿営業を営も

うとする場合は、この限りでない。

２ 都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る施設の構造設

備が政令で定める基準に適合しないと認めるとき、当該施設の設置場所が公衆衛生上不適当

であると認めるとき、又は申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を与

えないことができる。

一 心身の故障により旅館業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるも

の

二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

三 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくはこの法律に基づく処分に違反して罰金

以下の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算

して三年を経過していない者

四 第８条の規定により許可を取り消され、取消しの日から起算して三年を経過していない

者

五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号

に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から起算して五年を経過

しない者（第８号において「暴力団員等」という。）

六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人（法定代理人

が法人である場合においては、その役員を含む。）が前各号のいずれかに該当するもの

七 法人であつて、その業務を行う役員のうちに第１号から第５号までのいずれかに該当す

る者があるもの

八 暴力団員等がその事業活動を支配する者

３ 第１項の許可の申請に係る施設の設置場所が、次に掲げる施設の敷地（これらの用に供す

るものと決定した土地を含む。以下同じ。）の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合

において、その設置によつて当該施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがあると認

めるときも、前項と同様とする。

一 学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学校（大学を除くものとし、次項

において「第一条学校」という。）及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な

提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）第２条第７項に規定する幼保連携型認定

こども園（以下この条において「幼保連携型認定こども園」という。）

二 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第７条第１項に規定する児童福祉施設（幼保連携

型認定こども園を除くものとし、以下単に「児童福祉施設」という。）

三 社会教育法（昭和24年法律第207号）第２条に規定する社会教育に関する施設その他の

施設で、前２号に掲げる施設に類するものとして都道府県（保健所を設置する市又は特別

区にあつては、市又は特別区。以下同じ。）の条例で定めるもの

４ 都道府県知事（保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長）は、前項各号

に掲げる施設の敷地の周囲おおむね百メートルの区域内の施設につき第１項の許可を与える

場合には、あらかじめ、その施設の設置によつて前項各号に掲げる施設の清純な施設環境が

著しく害されるおそれがないかどうかについて、学校（第一条学校及び幼保連携型認定こど

も園をいう。以下この項において同じ。）については、当該学校が大学附置の国立学校（国
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（国立大学法人法（平成15年法律第112号）第２条第１項に規定する国立大学法人を含む。

以下この項において同じ。）が設置する学校をいう。）又は地方独立行政法人法（平成15年

法律第118号）第68条第１項に規定する公立大学法人（以下この項において「公立大学法人」

という。）が設置する学校であるときは当該大学の学長、高等専門学校であるときは当該高

等専門学校の校長、高等専門学校以外の公立学校であるときは当該学校を設置する地方公共

団体の教育委員会（幼保連携型認定こども園であるときは、地方公共団体の長）、高等専門

学校及び幼保連携型認定こども園以外の私立学校であるときは学校教育法に定めるその所管

庁、国及び地方公共団体（公立大学法人を含む。）以外の者が設置する幼保連携型認定こど

も園であるときは都道府県知事（地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の19第１項の

指定都市（以下この項において「指定都市」という。）及び同法第252条の22第１項の中核

市（以下この項において「中核市」という。）においては、当該指定都市又は中核市の長）

の意見を、児童福祉施設については、児童福祉法第46条に規定する行政庁の意見を、前項第

３号の規定により都道府県の条例で定める施設については、当該条例で定める者の意見を求

めなければならない。

５ 第２項又は第３項の規定により、第１項の許可を与えない場合には、都道府県知事は、理

由を附した書面をもつて、その旨を申請者に通知しなければならない。

６ 第１項の許可には、公衆衛生上又は善良の風俗の保持上必要な条件を附することができる。

第８条 都道府県知事は、営業者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくは

この法律に基づく処分に違反したとき、又は第３条第２項各号（第４号を除く。）に該当す

るに至つたときは、同条第１項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて旅館業の全

部若しくは一部の停止を命ずることができる。営業者（営業者が法人である場合におけるそ

の代表者を含む。）又はその代理人、使用人その他の従業者が、当該旅館業に関し次に掲げ

る罪を犯したときも、同様とする。

一 刑法（明治40年法律第45号）第174条、第175条又は第182条の罪

二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）に規定す

る罪（同法第２条第４項の接待飲食等営業及び同条第11項の特定遊興飲食店営業に関する

ものに限る。）

三 売春防止法（昭和31年法律第118号）第２章に規定する罪

四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律（平

成11年法律第52号）第２章に規定する罪
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食品衛生法（昭和22年法律第233号）一部抜粋

第55条 前条に規定する営業を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道

府県知事の許可を受けなければならない。

２ 前項の場合において、都道府県知事は、その営業の施設が前条の規定による基準に合うと

認めるときは、許可をしなければならない。ただし、同条に規定する営業を営もうとする者

が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えないことができる。

一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は

執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

二 第59条から第61条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二

年を経過しない者

三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

３ 都道府県知事は、第１項の許可に五年を下らない有効期間その他の必要な条件を付けるこ

とができる。

第59条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、営業者が第６条、第10条から第12条まで、第13条

第２項若しくは第３項、第16条若しくは第18条第２項若しくは第３項の規定に違反した場合

又は第９条第１項若しくは第17条第１項の規定による禁止に違反した場合においては、営業

者若しくは当該職員にその食品、添加物、器具若しくは容器包装を廃棄させ、又はその他営

業者に対し食品衛生上の危害を除去するために必要な処置をとることを命ずることができ

る。

２ 内閣総理大臣又は都道府県知事は、営業者が第20条の規定に違反した場合においては、営

業者若しくは当該職員にその食品、添加物、器具若しくは容器包装を廃棄させ、又はその他

営業者に対し虚偽の若しくは誇大な表示若しくは広告による食品衛生上の危害を除去するた

めに必要な処置をとることを命ずることができる。

第60条 都道府県知事は、営業者が第６条、第８条第１項、第10条から第12条まで、第13条第

２項若しくは第３項、第16条、第18条第２項若しくは第３項、第19条第２項、第20条、第25

条第１項、第26条第４項、第48条第１項、第50条第２項、第51条第２項、第52条第２項若し

くは第53条第１項の規定に違反した場合、第７条第１項から第３項まで、第９条第１項若し

くは第17条第１項の規定による禁止に違反した場合、第55条第２項第１号若しくは第３号に

該当するに至つた場合又は同条第３項の規定による条件に違反した場合においては、同条第

１項の許可を取り消し、又は営業の全部若しくは一部を禁止し、若しくは期間を定めて停止

することができる。

２ 厚生労働大臣は、営業者（食品、添加物、器具又は容器包装を輸入することを営む人又は

法人に限る。）が第６条、第８条第１項、第10条第２項、第11条、第12条、第13条第２項若

しくは第３項、第16条、第18条第２項若しくは第３項、第26条第４項、第50条第２項、第51

条第２項、第52条第２項若しくは第53条第１項の規定に違反した場合又は第７条第１項から

第３項まで、第９条第１項若しくは第17条第１項の規定による禁止に違反した場合において

は、営業の全部若しくは一部を禁止し、又は期間を定めて停止することができる。

第61条 都道府県知事は、営業者がその営業の施設につき第54条の規定による基準に違反した

場合においては、その施設の整備改善を命じ、又は第55条第１項の許可を取り消し、若しく

はその営業の全部若しくは一部を禁止し、若しくは期間を定めて停止することができる。
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公の施設に関する条例（昭和39年４月１日条例第７号）

（趣旨）

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第244条の２の規

定による公の施設の設置、管理及び廃止については、法令又は他の条例に特別の

定めがあるものを除くほかこの条例の定めるところによる。

（設置）

第２条 県民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するため、別表第１のと

おり公の施設を設置する。

（管理の原則）

第３条 公の施設は、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最

も効率的に運用しなければならない。

（特に重要な公の施設）

第４条 法第244条の２第２項の規定により、議会において出席議員の３分の２以上

の者の同意を得なければ廃止できない公の施設は、別表第２に定めるものとする。

（守るべき事項）

第５条 公の施設の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、

特に知事の承認を受けたときはこの限りでない。

⑴ 公の施設を利用する権利を他に譲渡しないこと。

⑵ 公の施設の原状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。

⑶ 公の施設の使用目的外に使用しないこと。

⑷ その他知事において指示した事項

（原状回復義務）

第６条 公の施設の利用者は、利用を終了したときは、自己の負担において直ちに

原状に回復しなければならない。

（利用の許可、制限等）

第７条 公の施設の利用について、知事はその利用の許可、利用の制限、その他必

要な事項について規則を定めることができる。

（損害賠償）

第８条 故意又は過失によって公の施設を滅失し、又は破損した者は、その損害を

賠償しなければならない。ただし、知事が情状によりやむを得ないと認めたとき

は、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。

（利用の中止等）

第９条 公の施設の利用者が、第５条の規定に反する行為があった場合又は知事に

おいて、公益上必要があると認めたときは、その利用の許可を取り消し、又はそ

の利用を中止させることができる。

（指定管理者が管理を行う公の施設）

第10条 知事は、必要があると認めるときは、法第244条の２第３項の規定により、
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別表第３に掲げる公の施設の管理を法人その他の団体（以下「団体」という。）で

知事が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に行わせることができる。

（指定管理者の指定の手続）

第10条の２ 前条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に公の施設の

管理に係る事業計画書（以下「事業計画書」という。）その他規則で定める書類を

添付して知事に提出しなければならない。

２ 知事は、前項に規定する申請の手続について、あらかじめ公表するものとする。

３ 知事は、第１項の規定による申請書の提出があったときは、次に掲げる基準に

より内容の審査を行い、指定管理者の候補（以下「指定管理候補者」という。）を

選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。

⑴ 住民の平等な利用が確保されること。

⑵ 事業計画書の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮するとともに、その管

理に係る経費の縮減が図られるものであること。

⑶ 事業計画書の内容を確実に実施するために必要な経理的基礎及び管理に関す

る能力を有するものであること。

⑷ その他規則で定める基準

（指定管理者の指定の手続の特例）

第10条の２の２ 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にか

かわらず、同条第３項各号に掲げる基準を満たすものと認める団体を指定管理候

補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定することができる。

⑴ 前条第１項に規定する申請がなかったとき、又は同条第３項の審査の結果指

定管理候補者となるべき団体がなかったとき。

⑵ 指定管理候補者を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著し

く不適当と認められる事情が生じたとき。

⑶ 法第244条の２第11項の規定により指定管理者の指定を取り消したとき。

⑷ 公の施設に係る特定事業（民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に

関する法律（平成11年法律第117号。以下この号において「民間資金法」という。）

第２条第２項に規定する特定事業をいう。）を実施する民間事業者として民間資金法

第８条第１項の規定により選定された団体を指定管理候補者とするとき。

⑸ その他知事が特に必要と認めるとき。

２ 知事は、前項の規定により指定管理候補者を選定する場合には、当該団体に対

し、前条第１項に規定する書類の提出を求めるものとする。

（指定管理者が行う業務）

第10条の３ 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

⑴ 公の施設の利用に関する業務

⑵ 公の施設（附属設備を含む。）の維持及び保全に関する業務

⑶ その他公の施設の管理運営に関して規則で定める業務

（指定管理者が行う管理の基準）
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第10条の４ 指定管理者は、第10条の６の規定により読み替えて適用される第９条

に定めるもののほか、規則で定める管理の基準に従って公の施設の管理を行わな

ければならない。

（利用料金）

第10条の５ 知事は、適当と認めるときは、別表第４の施設の欄に掲げる公の施設

の指定管理者に、その管理する公の施設の利用料金を当該指定管理者の収入とし

て収受させることができる。

２ 前項の場合における利用料金は、別表第４に定める基準に従って指定管理者が

定めるものとする。

３ 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めるときは、あらかじめ知事の

承認を受けなければならない。

４ 指定管理者は、公益上その他特別の事由がある場合に限り、利用料金を減額し、

又は免除することができる。

（指定管理者が管理する場合の読替）

第10条の６ 第10条の規定により公の施設の管理を指定管理者に行わせる場合にお

ける第５条及び第９条の規定の適用については、第５条第４号及び第９条中「知

事」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

（指定管理者の指定等の告示）

第10条の７ 知事は、指定管理者を指定したとき、又はその指定を取り消したとき、

若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示す

るものとする。

（使用料）

第11条 公の施設の利用については、使用料及び手数料徴収条例（平成12年宮崎県

条例第９号）により使用料を徴収することができる。

（罰則）

第12条 公の施設を無断で利用し、又はこれにより収益した者並びに故意に滅失又

は破損した者については、５万円以下の過料を科することができる。

（委任）

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

附 則
別表第１（第２条関係）（一部抜粋）

名称 設置目的 位置
県営国民宿舎え 国民の健全なレクリエーションの健康増進に資 えびの市大字末永
びの高原荘 するための施設 1489番地
県営国民宿舎高 西臼杵郡高千穂町
千穂荘 大字三田井字御塩

井1037番地の４
県営えびの高原 県民の健全なスポーツレクリエーションと体力 えびの市大字末永
スポーツレクリ の向上に資するとともに、国立公園の利用促進 1489番地
エーション施設 と本県観光の振興に寄与するための施設

52

資料11



別表第２（第４条関係）（省略）

別表第３（第10条関係）（一部抜粋）
名称

県営国民宿舎えびの高原荘
県営国民宿舎高千穂荘
県営えびの高原スポーツレクリエーション施設

別表第４（第10条の５関係）（一部抜粋）
県営国民 宿泊利 和室 ８畳室 １人１泊に １ 「１泊」とは、

宿舎えび 用 つき 素泊で午後４時か

の高原荘 ら翌日の午前10時

県営国民 までの間を含む利

宿舎高千 用をいう。

穂荘 大人 6,700円以下 ２ 「大人」とは、

中学校就学の始期

に達した12歳以上

の年齢の者をいう。

小学校児 5,340円以下 ３ 小学校児童には

童 義務教育学校の前

10畳室 １人１泊に 期課程及び特別支

つき 援学校の小学部の

大人 7,220円以下 児童を含む。

小学校児 5,760円以下

童

10畳室 １人１泊に

（洋間 つき

付） 大人 7,960円以下

小学校児 6,390円以下 ４ 連続して宿泊す

童 る場合は、その宿

泊による利用を終
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了するまでの間は

一時利用に係る利

用料金は徴収しな

いものとする。

特別室 １人１泊に

（洋間 つき

付） 大人 9,420円以下

小学校児 7,540円以下

童

洋室 ツイン １人１泊に

つき

大人 8,900円以下

小学校児 7,120円以下

童

シング １人１泊に

ル つき

大人 7,010円以下

小学校児 5,550円以下

童

広間 １人１泊に

つき

大人 5,550円以下

小学校児 4,400円以下

童

一時利 和室 ８畳室 １室１回に １ 「一時利用」と

用 つき は、午前10時から

３時間ま 4,190円以下 午後４時までの間
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で の利用をいう。た

３時間を 840円以下 だし、宿泊利用に

超え１時 支障がない場合に

間を増す 限り、午後９時ま

ごとに で延長することが

10畳室 １室１回に できる。

つき ２ 「大人」とは、

３時間ま 4,710円以下 中学校就学の始期

で に達した12歳以上

３時間を 940円以下 の年齢の者をいう。

超え１時

間を増す

ごとに

10畳室 １室１回に ３ 小学校児童には

（洋間 つき 義務教育学校の前

付） 期課程及び特別支

援学校の小学部の

児童を含む。

３時間ま 5,240円以下

で

３時間を 1,040円以下

超え１時

間を増す

ごとに

特別室 １室１回に

（洋間 つき

付） ３時間ま 5,870円以下
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で

３時間を 1,150円以下

超え１時

間を増す

ごとに

洋間 シング １室１回に

ル つき

３時間ま 3,140円以下

で

３時間を 620円以下

超え１時

間を増す

ごとに

広間 １人１回に

つき

３時間ま

で

大人 520円以下

小学校 420円以下

児童

３時間を

超え１時

間を増す

ごとに

大人 100円以下

小学校 80円以下

児童
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会議利 広間 21畳室 １日につき 9,110円以下 １ 「１日」とは、

用 午前９時から午後

５時までをいう。

28畳室 １日につき 12,150円以下 ２ 利用時間が４時

35畳室 １日につき 15,080円以下 間以内の場合の利

54畳室 １日につき 23,470円以下 用料金の額は、上

67.5畳 １日につき 29,330円以下 記金額に２分の１

室 を乗じて得た額と

する。

研 修 ホ 1 0 4 平 １時間につ 4,190円以下

ール 方メー き

トル室

1 8 2 平 １時間につ 7,330円以下

方メー き

トル室

県営えび インライン 専用使用の １時間につ １ 高等学校及び中

の高原ス スケート場 場合 き 学校の生徒には義

ポーツレ 高等学校 4,430円以下 務教育学校の後期

クリエー 及び中学 課程、中等教育学

ション施 校の生徒 校並びに特別支援

設 並びに小 学校の高等部及び

学校児童 中学部の生徒並び

の団体 に高等専門学校の

その他の 5,530円以下 学生を含む。

団体 ２ 小学校児童には

専用使用で １人１日に 義務教育学校の前

ない場合 つき 期課程及び特別支
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大人 1,050円以下 援学校の小学部の

高等学校 840円以下 児童を含む。

及び中学

校の生徒

小学校児 630円以下

童

アイススケ 専用使用の １時間につ

ート場 場合 き

高等学校 8,850円以下

及び中学

校の生徒

並びに小

学校児童

の団体

その他の 11,070円以下

団体

専用使用で １人１日に

ない場合 つき

大人 1,050円以下

高等学校 840円以下

及び中学

校の生徒

小学校児 630円以下

童
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宮崎県営国民宿舎管理規則（平成17年９月20日規則第74号）

（趣旨）

第１条 この規則は、公の施設に関する条例（昭和39年宮崎県条例第７号。以下「条例」とい

う。）第７条及び第13条の規定に基づき、県営国民宿舎えびの高原荘及び県営国民宿舎高千

穂荘（以下「国民宿舎」という。）の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

（利用時間）

第２条 国民宿舎の利用時間は、知事が別に定めるものとする。

（休業日）

第３条 国民宿舎の休業日は、設けないものとする。ただし、知事は、必要があると認めると

きは、臨時に、休業日とすることができる。

（利用の許可）

第４条 国民宿舎を利用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

２ 知事は、必要があると認めるときは、前項の許可に管理運営上必要な条件を付すことがで

きる。

（許可の基準）

第５条 知事は、前条第１項の規定により許可を受けようとする者の利用が次の各号のいずれ

かに該当する場合は、国民宿舎の利用を許可しないものとする。

⑴ 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

⑵ 国民宿舎の施設及び設備をき損するおそれがあると認められるとき。

⑶ その他国民宿舎の管理運営上支障があると認められるとき。

（利用の制限）

第６条 知事は、第４条第１項の許可を受けた者（以下「利用者」という。）の利用が次の各

号のいずれかに該当する場合は、その利用の許可を取り消し、又はその利用の中止を命ずる

ことができる。

⑴ 国民宿舎の施設又は設備をき損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

⑵ 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。

⑶その他国民宿舎の管理運営上支障があると認められるとき。

（指定管理者による管理の場合の読替）

第７条 条例第10条の規定により国民宿舎の管理を指定管理者に行わせる場合（以下「指定管

理者による管理の場合」という。）における第２条から前条までの規定の適用については、

第２条中「知事が」とあるのは「指定管理者が、あらかじめ知事の承認を得て」と、第３条

中「知事は、必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認める

ときは、あらかじめ知事の承認を得て」と、第４条から前条までの規定中「知事」とあるの

は「指定管理者」と読み替えるものとする。

（利用料金の支払）

第８条 指定管理者による管理の場合は、利用者は、当該指定管理者に国民宿舎に係る利用料
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金（条例第10条の５第１項に規定する利用料金をいう。）を支払わなければならない。

（指定管理者の指定の申請）

第９条 条例第10条の２第１項に規定する申請書は、指定管理者指定申請書（別記様式第１号）

によるものとする。

２ 条例第10条の２第１項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

⑴ 定款、寄附行為、規約又はこれらに準ずる書類

⑵ 法人にあっては、法人の登記事項証明書

⑶ 知事が指定する事業年度における決算に関する書類又はそれに相当する書類

⑷ 団体の業務概要及び業務実績が確認できる書類

⑸ その他知事が必要と認める書類

（指定管理者の指定の基準）

第10条 条例第10条の２第３項第４号の規則で定める基準は、次に掲げる基準とする。

⑴ 事業計画の内容が、地域への貢献及び地域との連携を考慮したものであること。

⑵ その他知事が必要と認める基準

（指定管理者の管理の基準）

第11条 条例第10条の４の規則で定める管理の基準は、次に掲げる管理の基準とする。

⑴ 関係する法令、条例、規則等の規定を遵守し、適正な国民宿舎の運営を行うこと。

⑵ 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

⑶ 国民宿舎の整備及び物品等の維持管理を適切に行うこと。

⑷ 指定管理者が業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

⑸ その他知事が必要と認める基準

（利用料金の承認）

第12条 指定管理者は、条例第10条の５第３項の承認を受けようとするときは、利用料金承認

申請書（別記様式第２号）に歳入歳出見込書その他知事が必要と認める書類を添えて知事に

提出しなければならない。

（協定書の締結）

第13条 知事は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

⑴ 条例第10条の３各号に掲げる業務（以下「指定管理業務」という。）の実施に関し必要

な事項

⑵ 第11条各号に掲げる基準に関し必要な事項

⑶ 指定管理業務の事業報告に関する事項

⑷ 前３号に掲げるもののほか、国民宿舎の管理の適正を期するために必要な事項

（事業報告書等の提出）

第14条 指定管理者は、毎年度終了後１月以内に、次に掲げる書類を知事に提出しなければな

らない。

⑴ 国民宿舎の指定管理業務に関する事業報告書

⑵ 決算に関する書類

⑶ その他知事が必要と認める書類
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（原状回復）

第15条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法（昭和22年法律第67

号）第244条の２第11項の規定により知事が指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を

定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、国民宿舎を速やかに原状に

回復しなければならない。ただし、知事が現状に回復する必要がないと認める場合は、この

限りでない。

（秘密の保持）

第16条 指定管理者若しくは指定管理者であったもの又は当該指定管理者の指定管理業務に従

事している者若しくは従事していた者は、その指定管理業務に関して知り得た管理運営上の

秘密を、他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

（委任）

第17条 この規則に定めるもののほか、国民宿舎の管理及び運営に関し必要な事項は、知事が

別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ 条例第10条の２第３項の規定により指定管理者を指定した場合において、この規則の施行

の日以後に、この規則の規定により、知事がした処分、手続その他の行為又は知事に対して

された手続その他の行為は、この規則の相当規定により、指定管理者がした処分、手続その

他の行為又は指定管理者に対してされた手続その他の行為とみなす。
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県営えびの高原スポーツレクリエーション施設管理規則

（平成17年９月20日規則第73号）

（趣旨）

第１条 この規則は、公の施設に関する条例（昭和39年宮崎県条例第７号。以下「条例」とい

う。）第７条及び第13条の規定に基づき、県営えびの高原スポーツレクリエーション施設

（以下「レクリエーション施設」という。）の管理及び運営に関し、必要な事項を定める

ものとする。

（利用期間等）

第２条 レクリエーション施設の利用期間及び利用時間は、次のとおりとする。

区分 利用期間 利用時間

インラインスケート場 ４月１日から11月14日まで 午前９時から午後５時まで

アイススケート場 12月１日から３月21日まで

２ 前項の規定にかかわらず、知事は、必要があると認めるときは、臨時に利用期間及び利用

時間を変更することができる。

（休業日）

第３条 前条に規定するレクリエーション施設の利用期間における休業日は、設けないものと

する。ただし、知事は、必要があると認めるときは、臨時に休業日とすることができる。

（利用の許可）

第４条 レクリエーション施設を利用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

２ 知事は、必要があると認めるときは、前項の許可に管理運営上必要な条件を付すことがで

きる。

（許可の基準）

第５条 知事は、前条第１項の規定により許可を受けようとする者の利用が次の各号のいずれ

かに該当する場合は、レクリエーション施設の利用を許可しないものとする。

⑴ 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

⑵ レクリエーション施設の施設及び設備をき損するおそれがあると認められるとき。

⑶ その他レクリエーション施設の管理運営上支障があると認められるとき。

（利用の制限）

第６条 知事は、第４条第１項の許可を受けた者（以下「利用者」という。）が次の各号のい

ずれかに該当する場合は、その利用の許可を取り消し、又はその利用の中止を命ずることが

できる。

⑴ レクリエーション施設の施設又は設備をき損し、又はそのおそれがあると認められると

き。

⑵ 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。

⑶ その他レクリエーション施設の管理運営上支障があると認められるとき。

（指定管理者による管理の場合の読替）

第７条 条例第10条の規定によりレクリエーション施設の管理を指定管理者に行わせる場合
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（以下「指定管理者による管理の場合」という。）における第２条から前条までの規定の適

用については、第２条第２項及び第３条中「知事は、必要があると認めるときは」とあるの

は「指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を得て」と、第４条

から前条までの規定中「知事」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

（利用料金の支払）

第８条 指定管理者による管理の場合は、利用者は、当該指定管理者にレクリエーション施設

に係る利用料金（条例第10条の５第１項に規定する利用料金をいう。以下同じ。）を支払わ

なければならない。

（指定管理者の指定の申請）

第９条 条例第10条の２第１項に規定する申請書は、指定管理者指定申請書（別記様式第１号）

によるものとする。

２ 条例第10条の２第１項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

⑴ 定款、寄附行為、規約又はこれらに準ずる書類

⑵ 法人にあっては、法人の登記事項証明書

⑶ 知事が指定する事業年度における決算に関する書類又はそれに相当する書類

⑷ 団体の業務概要及び業務実績が確認できる書類

⑸ その他知事が必要と認める書類

（指定管理者の指定の基準）

第10条 条例第10条の２第３項第４号の規則で定める基準は、次に掲げる基準とする。

⑴ 事業計画の内容が、地域への貢献及び地域との連携を考慮したものであること。

⑵ その他知事が必要と認める基準

（指定管理者の管理の基準）

第11条 条例第10条の４の規則で定める管理の基準は、次に掲げる管理の基準とする。

⑴ 関係する法令、条例、規則等の規定を遵守し、適正なレクリエーション施設の運営を行

うこと。

⑵ 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

⑶ レクリエーション施設の整備及び物品等の維持管理を適切に行うこと。

⑷ 指定管理者が業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

⑸ その他知事が必要と認める基準

（利用料金の承認）

第12条 指定管理者は、条例第10条の５第３項の承認を受けようとするときは、利用料金承認

申請書（別記様式第２号）に歳入歳出見込書その他知事が必要と認める書類を添えて知事に

提出しなければならない。

（協定書の締結）

第13条 知事は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

⑴ 条例第10条の３各号に掲げる業務（以下「指定管理業務」という。）の実施に関し必要

な事項

⑵ 第11条各号に掲げる管理の基準に関し必要な事項

⑶ 指定管理業務の事業報告に関する事項
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⑷ 前３号に掲げるもののほか、レクリエーション施設の管理の適正を期するために必要な

事項

（事業報告書等の提出）

第14条 指定管理者は、毎年度終了後１月以内に、次に掲げる書類を知事に提出しなければな

らない。

⑴ レクリエーション施設の指定管理業務に関する事業報告書

⑵ 決算に関する書類

⑶ その他知事が必要と認める書類

（原状回復）

第15条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法（昭和22年法律第67

号）第244条の２第11項の規定により知事が指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を

定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、レクリエーション施設を速

やかに原状に回復しなければならない。ただし、知事が原状に回復する必要がないと認める

場合は、この限りでない。

（秘密の保持）

第16条 指定管理者若しくは指定管理者であったもの又は当該指定管理者の指定管理業務に従

事している者若しくは従事していた者は、その指定管理業務に関して知り得た管理運営上の

秘密を、他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

（委任）

第17条 この規則に定めるもののほか、レクリエーション施設の管理及び運営に関し必要な事

項は、知事が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）前にこの規則による改正前の県営えびの

高原スポーツレクリエーション施設利用規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、

この規則による改正後の県営えびの高原スポーツレクリエーション施設管理規則（以下「改

正後の規則」という。）の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

３ 条例第10条の２第３項の規定により指定管理者を指定した場合において、施行日以後に、

改正後の規則の規定により、知事がした処分、手続その他の行為又は知事に対してされた手

続その他の行為は、改正後の規則の相当規定により、指定管理者がした処分、手続その他の

行為又は指定管理者に対してされた手続その他の行為とみなす。

附 則（平成18年６月22日規則第63号）

この規則は、公布の日から施行する。
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プレゼンテーション・ヒアリングの進め方について

⑴ 時間配分

ア 申請者からのプレゼンテーション ･･･ 15分

イ 選定委員からのヒアリング ･･･ 約30分

⑵ 出席者

申請者からの出席者は、一団体につき５名以内

⑶ 説明資料

パワーポイント等の説明資料を使用する場合は、スライドのコピー（Ａ４版）を15部、当

日お持ちいただく必要がある。

⑷ その他

・ スクリーン及び液晶プロジェクターは県で準備するが、液晶プロジェクターに接続する

パソコン等は申請者において準備する。

・ 会場におけるインターネットへの接続環境は県では準備しない。
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